
[医療局]  ８ 款 ２ 項 ２ 目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

1 管理費 166,717 166,347 157,051 156,701 9,666 9,646

2 試験検査費 41,691 37,913 39,667 35,889 2,024 2,024

4
調査研究・研修指導事
業

5,818 4,593 3,657 2,432 2,161 2,161

6
感染症・疫学情報提供
等事業

7,119 7,119 6,210 6,210 909 909

8
ヘルスデータ活用事業
（健康アクション推進
事業）

2,832 2,832 1,633 1,633 1,199 1,199

9
衛生研究所試験検査機
器維持整備事業費

56,951 56,951 56,912 56,912 39 39

10 食品衛生監視等事業 67,990 △ 56,099 68,566 △ 49,316 △ 576 △ 6,783

12 食品専門監視班事業 2,576 2,576 4,138 4,138 △ 1,562 △ 1,562

13 食品衛生啓発事業 7,355 7,355 7,845 7,845 △ 490 △ 490

15 食の安全強化対策事業 54,853 54,853 59,186 59,186 △ 4,333 △ 4,333

17
食品の放射性物質検査
事業

6,895 0 6,652 0 243 0

18
食品の適正表示推進事
業

3,346 3,346 3,582 3,582 △ 236 △ 236

20
中央卸売市場本場食品
衛生検査所費

32,193 32,169 41,301 41,281 △ 9,108 △ 9,112

21 食肉衛生検査事業 35,179 △ 17,688 32,192 △ 20,675 2,987 2,987

22 管理運営事業 48,055 47,879 42,011 41,885 6,044 5,994

23
ＢＳＥ（牛海綿状脳
症）等検査事業

11,073 10,809 11,073 10,809 0 0

24 環境衛生監視指導事業 8,456 1,401 7,094 △ 921 1,362 2,322

26 公衆浴場確保対策事業 45,037 45,037 44,329 44,329 708 708 ○
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27 建築物衛生対策事業 6,787 3,712 6,868 3,398 △ 81 314

29 居住衛生対策事業 2,709 2,709 3,131 3,131 △ 422 △ 422

31 生活環境対策事業 795 795 834 834 △ 39 △ 39

33
災害時生活用水確保事
業

5,303 5,303 5,359 5,359 △ 56 △ 56

35
動物愛護センター運営
事業

36,816 36,716 30,380 30,279 6,436 6,437

36 動物愛護普及啓発事業 22,303 18,268 22,489 21,951 △ 186 △ 3,683

38 動物保護管理事業 66,084 58,326 60,965 51,529 5,119 6,797

40 狂犬病予防事業 74,715 △ 41,338 69,929 △ 49,543 4,786 8,205

計 819,648 491,884 793,054 468,858 26,594 23,026



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

管理費

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

166,717令和6年度 370 0 166,3470 0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

157,051

9,666

0

 0 0

0

 0

156,701

 9,646

141,332 134,551

136,524

158,000 158,000 158,000

0

140,806

134,167

133,956

134,039

136,236

157,000 157,000 157,000

350

 20

衛生研究所の運営及び施設管理を行います。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

実績

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

実績

公衆衛生上の科学的・技術的中核施設としての機能を最大限に発揮させるため、衛生研究所の運営及び施設管理業務を適宜実施します
（会計年度任用職員雇用、事務消耗品購入、光熱水費、通信運搬費、施設管理関係委託、各種協議会会費・負担金等）。
なお、業務及び施設機能の強化等については、今後も引き続き検討し対応します。

事業目的

市民の健康の維持及び安全・安心を提供するため、衛生研究所の検査研究環境を維持し、円滑に運営していく必要があります。

背景・課題

地域保健法、地方衛生研究所設置要綱、地域保健対策の推進に関する基本的な指針、地方衛生研究所の機能強化について、横浜市衛生根拠法令・方針決裁等
研究所条例、横浜市衛生研究所条例施行規則、横浜市衛生研究所処務規程

施設概要：平成26年開所、敷地面積 3,916.9㎡、延床面積 7,679.1㎡、地上7階
職員：所長以下70人（職員61人、会計年度9人）
組織：所長、管理課（課長2・係長2）、感染症・疫学情報課（課長1・係長2）、微生物検査研究課（課長1・係長3)、理化学検査研究
課（課長1・係長3)

根拠・データ等

通年にわたり実施します。

事業スケジュール

昭和33年度事業開始年度

1
5年度6年度

人件費

細事業(事業内訳）
1 33,637 30,368 3,269 会計年度任用職員の報酬改定に伴う増

管理運営費
2 133,080 126,683 6,397 経年に伴う点検費の増

166,717 157,051 9,666

1管理課医療局

一般会計

小田 淳 吉山 良之 池田 純果

1



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

試験検査費

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

41,691令和6年度 3,103 0 37,913675 0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

39,667

2,024

675

 0 0

0

 0

35,889

 2,024

40,615 39,896

35,143

40,684 40,684 40,684

0

36,862

37,797

37,122

36,118

34,468

36,906 36,906 36,906

3,103

 0

　市民の健康保持と安全で衛生的な生活環境を確保するため、法令に基づく行政検査と市民等からの依頼による依頼検査を行います。
　また、健康危機発生時に、病因物質又は原因物質を特定するための試験検査及びこれらの物質に係わる健康被害情報等の収集・解析
・提供を行います。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

102.455 102,455 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000
検査項目数

実績 81,794 81,477件

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

実績

Ⅰ,Ⅱにより、市内の公衆衛生状況を把握し、市民の健康、食や生活環境を守ることに寄与します。
　また、健康危機事案の発生時には原因究明のために迅速かつ的確に検査を実施し、被害の拡大及び再発を防止します。
Ⅰ　試験検査事業

・保健所が食品衛生法、水道法、公衆浴場法等に基づき、収去等を行った食品や飲料水、公衆浴場水などについて、ＧＬＰに
即して検査を行うとともに、企業や市民からの検査依頼についても対応します。

・未知の化学物質の特定、動物由来の新興・再興感染症、大規模食中毒、バイオケミカルテロ対策のための緊急突発的な検

事業目的

査を行います。
・感染症法の改正による病原体の適正な管理に適合するための設備メンテナンスを行います。

Ⅱ　厚生労働省受託事業（食品長期監視事業）
 　 食品等を長期保管し、将来、特定の有害物質の汚染が明らかになった場合に、保管しておいた食品等の検査を実施して、
　過去の暴露状況を把握することにより、人への健康影響を評価します。
　　当所ではトータルダイエット試料及び食品のサンプルの調製、サンプル内訳書類等を作成し冷凍施設へ送付します。

市民の暮らしは多様化し、疾病予防や健康保持への関心が高まっています。健康を保持する上で重要な食や、生活環境の安全を確保し
ていくことが必要です。また、健康危機発生時、特に感染症に対する対策や検査能力が求められています。

背景・課題

地域保健法、食品衛生法、水道法、薬機法等の公定法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、建築物における衛根拠法令・方針決裁等
生的環境の確保に関する法律、水質基準に関する省令、地域健康危機管理ガイドライン、横浜市危機管理指針、横浜市緊急事態等対処
計画、横浜市感染症発生時対応の手引き、横浜市衛生研究所条例、同施行規則、衛生研究所処務規程

検査実績等詳細は横浜市衛生研究所年報を参照してください。
【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/eiken/gaiyo/annualreport.html

根拠・データ等

通年にわたり実施します。

事業スケジュール

昭和33年度事業開始年度

1
5年度6年度

試験検査事業

細事業(事業内訳）
1 41,016 38,992 2,024 点検費の増

厚生労働省受託事業（食品長期監視事業）
2 675 675 0

2微生物検査研究課医療局

一般会計

2



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

            41,691             39,667                2,024

仙田 隆一 宇宿 秀三 保 英樹
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

調査研究・研修指導事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             5,818令和6年度                  0                  0              4,593               900                325

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             3,657

               2,161

               900

                   0                   0

                 0

                   0

             2,432

               2,161

             3,665              3,664

             2,345

             5,818              5,818              5,818

               325

             2,440

             2,277

             1,357

             2,439

             1,445

             4,593              4,593              4,593

                 0

                   0

衛生研究所の役割となっている「調査研究」「研修指導」「公衆衛生情報の提供」について、必要な事業を実施します。また、食品衛
生法等により義務付けられている信頼性確保部門として試験検査等における精度管理に関する業務を行います。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

            10             10             15                 15             15             15             15体数
施設公開広報実施団

実績              0              0件

           450           450           450               450           450           300           300

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

施設公開来場者数

     0（中止）     0（中止）実績人

・衛生研究所には、「化学物質による汚染」や「食中毒・感染症の発生」など健康危機管理へ緊急かつ迅速に対応がすることが求めら
れています。技術や対応能力の維持向上のため、日頃から次の事項ついて実施しており、そのための体制づくりにも取り組んで行く必
要があります。
① 検査法の開発など調査研究への取り組み
② 保健所、他地方衛生研究所及び国の研究機関等とのネットワークの構築
③ 学会、研修会等を通じての情報収集

事業目的

・施設公開は、市民の皆さんに直接施設を見てもらい、公衆衛生に関する知識を深め関心を持ってもらえる機会です。来場者アンケー
トでも高い満足度を得ています。ただし、研修指導と施設公開は、新型コロナウイルス感染の影響で、３年間、実施の縮小や開催中止
となっており、実施方法の多様化が必要になっています。
・試験検査の結果に基づき行政処分や施策が決定されるため、試験検査の信頼性を確保することは非常に重要です。精度管理業務は、
精度管理企画担当のみが行っており、継続的に各検査機関等の実施状況を確認していく必要があります。

新興・再興感染症の発生、化学物質や微生物による食品や水質・大気汚染、昆虫や動物を介して発生する感染症など、健康危機を引き
起こす要因は常に私たちの身近にあります。
このような健康危機の発生や拡大を防止して、市民生活の安全を確保するためには、日頃から微生物や化学物質に関わる調査研究に取
り組み、人の健康にかかわる情報の解析や発信することが重要となります。
これらの調査研究や情報発信には高度な技術と知識・経験が必要であり、研究者は学会や研修に参加し、常に自己研鑽に取り組むこと
が重要となります。

背景・課題

また、多様化する食品による健康被害を防止するため、食品衛生検査による違反食品の排除が欠かせません。このため、食品事業者の
不利益処分の根拠となる検査結果や検査の過程について、厳格に精度管理を行うことが重要となっています。

地域保健法、地方衛生研究所設置要綱、食品衛生法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律根拠法令・方針決裁等

地方衛生研究所の役割が「地方衛生研究所設置要綱」に次のように記載されている。
【調査研究】広域的な調査研究において、他の地研や国等の研究所と連携しプロジェクト研究等を積極的に推進すること。
【研修指導】保健所職員、地域保健関係者の人材の養成、資質の向上を目的とした研修指導を行うこと。
【公衆衛生情報の収集・提供】試験方法や公衆衛生情報を収集し、市町村・地域住民等へその情報を提供すること。
【試験検査（精度管理）】国、他の研究機関と連携して、試験検査に不可欠な標準品及び標準株を確保・提供するなどレファレンスセ
ンターとしての役割を担うとともに行政検査等の精度管理を行うこと。

根拠・データ等

①調査研究
応募型調査研究：前年度３月に評価委員会で研究テーマ審議・選定、４～２月調査研究実施
経常型調査研究：６月に研究テーマ審議・確定後、年度末まで調査研究実施
国からの受託事業：４～６月受託テーマ決定・契約締結、以後年度末まで調査研究実施
②研修指導
課題持込型研修：４～５月研修課題の募集・選定、６～３月研修実施　／　衛生技術研修会：11～２月に実施
海外技術研修員専門研修：９～３月　／　受託研修（地域保健関係者者、大学等）:依頼に基づき随時実施
施設公開：８月上旬土曜日
③精度管理

事業スケジュール

外部精度管理調査へ参加取りまとめ：４～５月、検査等に対する内部点検：随時実施

平成10年度事業開始年度

1
5年度6年度

調査研究事業

細事業(事業内訳）

1              4,420              2,413                2,007 次世代シークエンサーを用いた研究及び魚介
毒に係る食中毒調査の研究新規実施に伴う増

研修指導・施設公開事業
2                642                542                  100 健康危機対処計画への対応に伴う増

精度管理事業
3                756                702                   54 外部精度管理調査単価の値上げに伴う増

3管理課医療局

一般会計

4



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

             5,818              3,657                2,161

泉 俊明 前橋 昌幸 中島 勉
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

感染症・疫学情報提供等事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             7,119令和6年度                  0                  0              7,119                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             6,210

                 909

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             6,210

                 909

             4,883              8,109

             6,487

             5,979              5,979              5,979

                 0

             4,883

             4,269

             4,269

             8,109

             6,487

             5,979              5,979              5,979

                 0

                   0

　国内外の感染症発生動向や区局の健康福祉データ等の情報を分析し、正確な実態把握に基づいた施策立案とその評価のための基礎デ
ータを収集・蓄積し、医療機関、市民や区局へ情報提供を行うことで、市民の感染症予防・啓発につなげます。また、それら事業の基
盤となる所内LAN等の運営・管理を行います。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

         30000         100000          15000               9000           9000           9000           9000数（結核除く）
感染症発生届取扱件

実績         226778         558915件

           100            98            96                94            92            90            90

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

定点医療機関報告率

          91.2          89.8実績%

地方感染症情報センター事業
①　地方感染症情報センターは、地域の感染症発生状況について、国の公的機関への報告および市内流行状況を公表しています。全国
的な事業で週1回、市内感染症状況の発生数を遅延なく定期的に報告・公表する継続性が求められています。
②　市内感染症状況を集計し、発生動向を医療機関や市民へ情報提供（ウェブページ掲載やメール送信等）し、市民の感染症予防・啓
発を行い、健康管理を支援します。

事業目的

疫学調査分析事業
①　市民の健康意識の向上、ひいては健康寿命の延伸のためには根拠に基づいた施策推進が不可欠となっています。
②　区局の健康福祉分野における疫学調査分析(アンケート調査、既存データ分析や事業評価等)を支援し、正確な根拠に基づいた施策
立案やその評価を可能にすることで、市民生活の向上に寄与します。なお、本事業の実施により、多くの区局で調査分析の業務委託費
が不要になるか減額されているため、本市全体では大幅なコストダウンが果たされています。

所内LAN等運営・管理費
①　衛生研究所はデータや研究成果など、継続的なデータ蓄積が必要です。サーバ及び所内ネットワークは事業全般に不可欠のため、
継続性を担保しながらネットワーク環境を確保します。
②　衛生研究所が実施する事業全般の基盤となる所内LAN（ファイルサーバ2台・クライアント約100台）の運営・管理を実施します。
また当該サーバシステムはバックアップ機能を強化したレプリケーションを導入しています。サーバの安定稼働を確保するため、専門
業者による運用支援を受けます。

　新型コロナウイルス感染症の流行で市民の感染症への意識が高まっており、感染症状況の公表により感染予防に寄与します。また、
健康福祉分野でのデータ分析で施策の検証や結果を公表することで、市民の健康維持・推進に貢献します。

背景・課題

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、地域保健法、地方衛生研究所設置要綱根拠法令・方針決裁等

【地方感染症情報センター事業】
・全数報告対象感染症　報告数（結核除く）
　令和3年　60,221件、令和4年　647,948件（暫定値）、令和5年（7月まで）　70,742件（暫定値）
【疫学調査分析事業】
・データ分析依頼
　令和3年度　13件、令和4年度　11件

根拠・データ等

通年にわたり実施します。

事業スケジュール

平成9年度事業開始年度

1
5年度6年度

地方感染症情報センター事業
細事業(事業内訳） 1              1,959              1,184                  775 YCAN端末個別調達台数およびソフトウェア購

4感染症・疫学情報課医療局

一般会計

6



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。
令和 3年度

細事業(事業内訳）

                                                        入数増

疫学調査分析事業
2                737                641                   96 単価値上げ見込み

所内LAN等運営・管理費
3              4,423              4,385                   38 サーバ保守費用見積り増

             7,119              6,210                  909

横山 涼子 畔上 栄治 畔上 栄治

7



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

ヘルスデータ活用事業（健康アクション推進事業）

8 7 1

事業名称

歳出予算科目

             2,832令和6年度                  0                  0              2,832                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             1,633

               1,199

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             1,633

               1,199

             1,467                796

               666

               868              1,467              1,467

                 0

             1,467

             1,308

             1,308

               796

               666

               868              1,467              1,467

                 0

                   0

　地域特性や市民のニーズに応じた質の高い保健サービスの企画立案への活用、事業評価等のため、他区局からの依頼に基づき行政保
有の健康関連データ等の分析を実施します。実施にあたり大規模かつ高度な分析に対応した統計ソフトを使用します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

            10             10             10                 10             10             10             10ルスデータ活用事業
データ分析依頼【ヘ

（健康アクション推

実績              8              5件
進事業）】

       300,000       300,000       300,000           300,000       299,000       289,648       299,913

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

衛生研究所ウェブペ
ージ「保健情報」ア
クセス件数

       289,648       299,913実績件

①市民の健康意識の向上、ひいては健康寿命の延伸のためには根拠に基づいた施策推進が不可欠となっています。
②健康施策推進の基となる的確な現状分析、地域診断や事業評価のため、行政の保有するデータ分析を行うことが本事業の目的です。
　効果としては、継続的なデータ分析により、地域特性や対象者のニーズに応じた質の高い保健サービスの企画立案、および事業評価
等が可能になります。それらが各種事業へ反映されることにより、市民の健康に対する意識の向上、行動変容につながり、健康寿命の
延伸が期待できます。

事業目的

１．健康関連データの分析および活用
　（１）既存の健康関連データの分析、一覧化（本市保有データ、資料等の把握及び整理）及びそれらの活用
　（２）協会けんぽデータ分析：協会けんぽ特定健診データの分析・検証（横浜市在住の被保険者）
　（３）健康アクション推進事業(横浜ウォーキングポイント事業、糖尿病重症化予防事業等)のデータ分析と事業評価
　（４）職員向け研修の実施：分析した各種データ活用についての職員研修実施
２．事業評価標準化の仕組みづくり
　（１）各区実施事業における調査の実施、分析・評価検討

背景：横浜市では平成13年に健康増進法に基づく市町村健康推進計画である「健康横浜２１」を策定し生活習慣病の予防を重点におき
、市民の健康づくりを進めています。「健康横浜２１」における「よこはま健康アクション」内のアクション１０にデータ活用の推進
として位置づけられています。
課題：分析結果のわかりやすい周知・扱うデータの増加に対する対応・データ分析担当者の人材育成背景・課題

地方衛生研究所設置要綱、地域保健法、健康増進法根拠法令・方針決裁等

標準化死亡比等を分析し地域の特性を明らかにしました。18区別の健康関連データ集を作成しました。
協会けんぽデータ分析：【令和1年度協会けんぽ神奈川支部加入者（横浜市在住）の健診データ分析結果】
協会けんぽ神奈川支部加入者（横浜市在住）の生活習慣病予防健診３年継続受診者(H29・H30・R1)の保健指導の効果について　他　参
照
健康アクション推進事業：よこはまウォーキングポイント事業（令和5年1月19日横浜市記者発表資料参照）よこはまウォーキングポイ
ント事業の令和4年度利用状況報告書-参加者の 60%以上が参加後に1日の歩数が増加！
ヘルスデータ活用事業に関する各種のデータ分析結果は、健康横浜21策定に際し、活用されています。

根拠・データ等

通年にわたり実施します。

事業スケジュール

平成26年度事業開始年度

1
5年度6年度

ヘルスデータ活用事業
細事業(事業内訳） 1              2,832              1,633                1,199 ソフトウェア更新による増

             2,832              1,633                1,199

6感染症・疫学情報課医療局

一般会計

横山 涼子 岡本 佳子 岡本 佳子
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

衛生研究所試験検査機器維持整備事業費

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            56,951令和6年度                  0                  0             56,951                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            56,912

                  39

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            56,912

                  39

            62,858             62,390

            61,246

            70,500             70,500             70,500

                 0

            62,858

            58,730

            58,730

            62,390

            61,246

            70,500             70,500             70,500

                 0

                   0

　市民の健康と安全の確保・健康危機管理のため、保健所の収去品の検査をはじめとした各種試験検査に不可欠な機器の整備・更新を
実施します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

                                                                                                      

実績                             

                                                                                                      

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

試験検査機器の整備・更新を順次計画的に行うことで、機器の老朽化に伴う故障や不安定化等、検査体制に支障が生じることを未然に
防ぎ、試験検査業務の迅速性及び信頼性の確保を図ります。
また、施設における検査体制の機能強化や将来の検査ニーズを考慮した上で、検査の迅速性及び信頼性確保のために必要な検査機器の
更新・整備を行うことで、市民の健康の維持と安全・安心を提供できる検査環境を整備します。事業目的

市民の安全・安心を守るための行政検査は、迅速かつ正確に行うことが求められています。現在、直接的に試験検査に関連するものだ
けに限っても1,000点を超える機器類が運用されており、検査機能の維持や健康危機管理体制における各検査の信頼性を確保する必要
があります。

背景・課題

横浜市衛生研究所条例、横浜市衛生研究所条例施行規則、食品衛生法、同法施行細則根拠法令・方針決裁等

リース継続機器：ガスマス、嫌気培養装置、超純水製造装置、高速液体クロマトグラフ質量分析計、キャピラリー電気泳動装置、マル
チビーズショッカー、赤外分光光度計、薬事検査対応高速液体クロマトグラフ分析計、高速液体クロマトグラフ、超純水装置、加熱脱
着装置付ガスクロマトグラフ質量分析計、食品添加物対応高速液体クロマトグラフ、ガスクロマトグラフ質量分析計（ヘッドスペース
オートサンブラー付）、高速液体クロマトグラフ質量分析計（四重極型または飛行時間型）、MALDI-TOF質量分析計、薬局方検査対応
高速液体クロマトグラフ、ガスクロマトグラフ質量分析計、超遠心機、DNAシーケンサー、マイクロスコープ、陰イオンクロマトグラ
フ、CO2インキュベーター、EDX付走査型電子顕微鏡
６年度リース更新機器（見込）：高速液体クロマトグラフ質量分析計(四重極型または飛行時間型）、高速液体クロマトグラフ

根拠・データ等

・４～６月：所内・局機種選定委員会等
・７～９月：入札・契約等事務手続
・10月～　：納品・稼働
※標準的なスケジュールであり、機種によって異なります。

事業スケジュール

平成21年度事業開始年度

1
5年度6年度

衛生研究所試験検査機器維持整備事業費
細事業(事業内訳） 1             56,951             56,912                   39 老朽化した機器の更新のための増

            56,951             56,912                   39

5管理課医療局

一般会計

小田 淳 吉山 良之 池田 純果
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食品衛生監視等事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            67,990令和6年度            122,368                  0            -56,099             1,721                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            68,566

               ▲576

             1,721

                   0                   0

                 0

                   0

           -49,316

             ▲6,783

            61,364             66,202

            49,964

            67,990             67,990             67,990

                 0

           -63,710

            42,764

           -55,402

           -47,173

           -39,921

           -56,099            -56,099            -56,099

           116,161

               6,207

市民の食の安全安心を確保するため、食品衛生法等の規定に基づき、食品関係営業者の自主衛生管理を推進するとともに施設への監視
指導や食品の抜き取り検査等を実施します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

         46000          30000          30000              30000          30000          30000          30000
監視指導件数

実績          23145          22477件

            80            80            80                80            80            80            80

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

HACCP定着確認率

            50            41実績％

　HACCP実施状況の確認をはじめとする食品関係施設への監視指導や流通食品等の検査を行い、食中毒や違反食品の流通を未然に防ぐ
ことにつなげます。
　また、食中毒予防には、食品等事業者による自主衛生管理がその礎となるため、関係団体と連携し、様々な手法で食品等事業者によ
る自主衛生管理を推進していきます。
　デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるDX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進に向けて、食品衛
生関係申請手続きのオンライン化、国システムと生活衛生システムの連携、タブレット端末を用いた衛生監視の実施、eラーニングに

事業目的

よる食品衛生責任者講習会実施の環境整備等を行います。これらにより事務作業の効率化が図られ、最新情報の収集ができる研修等の
充実や効果的な監視指導の実施が期待できます。

HACCPの取り組みが令和３年度に義務化され各食品等事業者が取り組み始めていますが、継続的な実施が課題となっており引き続き支
援が必要な状況です。
また、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるDXの推進が求められています。

背景・課題

食品衛生法、感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律、食品表示法、消費者安全法、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例、食根拠法令・方針決裁等
品衛生法に基づく営業施設の基準に関する条例、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針、デジタル・ガバメント実
行計画

令和５年度横浜市食品衛生監視指導計画、令和４年度横浜市食品衛生監視指導計画実施結果

根拠・データ等

通年

事業スケジュール

昭和31年事業開始年度

1
5年度6年度

監視等事業費

細事業(事業内訳）

1             25,589             24,348                1,241 監視員採用パンフレット、動画作成委託の増

カネミ油症健康実態調査費
2              1,721              1,721                    0

食品検査関係事業
3             12,187             11,589                  598 機器の新規リースによる増

デジタル推進関連事業
4             27,438             29,281              ▲1,843 業務委託勤務時間見直しによる減

1食品衛生課医療局

一般会計

10



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

HACCP導入定着支援事業
細事業(事業内訳） 5              1,055              1,627                ▲572 冊子印刷事業終了による減

            67,990             68,566                ▲576

及川 知子 長谷川 悠太 丸山 久美
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食品専門監視班事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             2,576令和6年度                  0                  0              2,576                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             4,138

             ▲1,562

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             4,138

             ▲1,562

             6,306              5,300

             4,019

             2,576              2,576              2,576

                 0

             6,306

             3,393

             3,393

             5,300

             4,019

             2,576              2,576              2,576

                 0

                   0

大規模な食品製造施設等に対する監視指導や自主衛生管理を向上させるための支援を行います。また、市内で製造された食品や市内に
流通している食品等の抜取検査を実施します。さらに、大規模イベント開催時の食品衛生対策を実施します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

           700            700            700                700            700            700            700
監視数

実績            336            438回

           100           100           100               100           100           100           100

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

食品専門監視班対象
施設のHACCP導入率

                            実績%

　多種多様な食の安全を確保するために、大規模食品製造施設や大量調理施設並びに大規模イベント提供食品に対する監視指導、広域
流通食品や市内製造品等の収去検査を実施し、食品による健康被害を防止します。また、業種形態に合った適切な助言、指導を行い、
自主衛生管理を向上させて食品衛生対策を推進します。

【効果】
(1)食中毒等事故の防止

事業目的

(2)違反食品の排除
(3)食品事業者による自主衛生管理推進

　食品の製造、加工、流通等技術の高度化や輸入食品の増加及び「新しい生活様式」に対応した食へのニーズに伴い、食を取り巻く環
境が変化しています。また、食品衛生法の改正により、HACCPに沿った衛生管理が制度化されたことで、全ての食品事業者に自主的な
衛生管理が求められます。

背景・課題

食品衛生法（同法施行令、施行規則）、食品表示法根拠法令・方針決裁等

令和５年度横浜市食品衛生監視指導計画、令和４年度横浜市食品衛生監視指導計画実施結果

根拠・データ等

通年：横浜市監視指導計画に基づく監視指導及び収去検査の実施

事業スケジュール

平成５年度事業開始年度

1
5年度6年度

イベントの衛生対策事業

細事業(事業内訳）

1                844                 80                  764 新規事業による増

大規模食品取扱施設等の衛生管理支援事業
2                258                140                  118 機器の買い替えによる増

専門監視班監視等事業
3              1,474              3,918              ▲2,444 公用車共有化による減

             2,576              4,138              ▲1,562

3食品衛生課医療局

一般会計

及川 知子 吉橋 栄吉 大沼 穂高
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食品衛生啓発事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             7,355令和6年度                  0                  0              7,355                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             7,845

               ▲490

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             7,845

               ▲490

             5,545              6,450

             6,042

             7,355              7,355              7,355

                 0

             5,545

             4,596

             4,596

             6,450

             6,042

             7,355              7,355              7,355

                 0

                   0

正確な情報の迅速な発信や様々な啓発活動の実施により、市民の衛生知識の向上を図り、家庭等における食中毒発生を防止します。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

          4500           4500           4500               5000           5000           5000           5000ンケート回答者数
食の安全に関するア

実績           4390           6186件

            60            60            60                60            60                            

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

食品衛生に関する基
礎的な知識を有する
市民の割合

                            実績％

・附属機関である食の安全・安心推進横浜会議を開催し、消費者・食品等事業者及び行政が、施策や食品の安全確保に関する情報及び
意見の交換を行い、関係者間の相互理解を深め、検討結果や市民意見を施策に反映するとともに、リスクコミュニケーションを推進し
ます。また、市民を対象とした食の安全に関するシンポジウムを開催し、知識を深めることに繋げます。
・市民（消費者）へ家庭での食中毒予防等、安全安心な食生活に有益な情報提供をするため、関係団体と共催による『食中毒予防キャ
ンペーン』や動画配信等により効果的に食品衛生に関する啓発を行います。
また、市民アンケートを実施し、食の安全についての市民（消費者）ニーズを把握することに繋げます。

事業目的

・食品衛生表彰及び秀級施設の認定
一般社団法人横浜市食品衛生協会と共催して開催する「食品衛生表彰のつどい」において、自主衛生管理が優良な施設の認定等を行い
、食品関係事業者の意欲高揚を図るとともに市民が安心して利用できる飲食店等として公表します。

市民の方々が食品衛生に関する知識を得ることで適切な食中毒予防対策を実施できるよう、幅広い情報発信に努める必要があります。
また、消費者・食品等事業者及び行政が、施策や食品の安全確保に関する情報及び意見の交換を行える場として、リスクコミュニケー
ションを継続して実施します。

背景・課題

・食品安全基本法、食品衛生法（同法施行令、規則）・消費者安全法・食品表示法・横浜市附属機関設置条例根拠法令・方針決裁等

令和５年度横浜市食品衛生監視指導計画、令和４年度横浜市食品衛生監視指導計画実施結果

根拠・データ等

食の安全・安心推進横浜会議（6月、12月、3月）（平成24年度～※前身の横浜市食の安全懇話会は平成15年度に設置）
リスクコミュニケーション部会（年2回）
食品衛生表彰のつどい(1月）（昭和37年度～）
食中毒予防キャンペーン（7月～11月）（昭和57年度～）

事業スケジュール

昭和37年度事業開始年度

1
5年度6年度

食の安全・安心推進横浜会議

細事業(事業内訳）

1                909                909                    0

リスクコミュニケーション事業
2                777                565                  212 実施内容変更による増

食品衛生表彰事業
3                374                374                    0

市民のための食品衛生啓発事業
4              5,295              5,997                ▲702 実施内容変更による減

2食品衛生課医療局

一般会計

13



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

             7,355              7,845                ▲490

及川 知子 長谷川 悠太 柴垣 水帆
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食の安全強化対策事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            54,853令和6年度                  0                  0             54,853                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            59,186

             ▲4,333

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            59,186

             ▲4,333

            65,973             57,936

            52,915

            54,853             54,853             54,853

                 0

            65,973

            62,948

            62,948

            57,936

            52,915

            54,853             54,853             54,853

                 0

                   0

食品等の検査体制を整備し、計画的に検査を実施することで、違反・不良食品等の排除に努めます。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

           100            100            100                100            100            100            100率
年間検査計画数達成

実績           63.1           91.0％

過去３年の平均過去３年の平均過去３年の平均過去３年の平均以下過去３年の平均過去３年の平均過去３年の平均

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

検査による違反発見
件数     以下（33）     以下（27）     以下（20）             （20）     以下（20）     以下（20）     以下（20）

            19            16実績件

食品等の検査体制を整備し、計画的な検査の実施を通じて、食の安全・安心確保を図ります。

事業目的

　食品等に関する事故や違反は後を絶たず、毎年のように新しい課題が生じています。
　また、カンピロバクターやノロウイルス等の発生件数が多い食中毒の予防やアレルギー食品、残留農薬等については、市民から非常
に高い関心が寄せられています。
　そこで、これらの食品等を中心に検査を実施し、営業者への指導を行うことで、違反・不良食品の排除を徹底することが求められて
います。

背景・課題

食品衛生法、食品表示法、消費者安全法、と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、感染症の予防及び感染症の患根拠法令・方針決裁等
者にする医療に関する法律

・食中毒発生件数【横浜市食品衛生監視指導計画実施結果】
＜実績推移＞
令和元年度51件、令和２年度35件、令和３年度29件、令和4年度37件
・違反件数【横浜市食品衛生監視指導計画実施結果】
＜実績推移＞
令和元年度19件、令和２年度21件、令和３年度16件、令和4年度19件
・苦情処理件数【横浜市食品衛生監視指導計画実施結果】
＜実績推移＞
令和元年度625件、令和２年度444件、令和３年度398件、令和4年度576件

根拠・データ等

通年

事業スケジュール

平成4年度事業開始年度

1
5年度6年度

カンピロバクター、O157等食中毒予防対策事業

細事業(事業内訳）

1              1,818              1,818                    0

残留農薬検査事業
2             32,557             31,651                  906 機器の継続リースによる増

動物用医薬品検査事業
3              8,662             12,010              ▲3,348 保守委託内容見直しによる減

ノロウイルス食中毒予防対策事業
4              2,186              1,882                  304 保守委託料の値上がりによる増

アレルギー食品・遺伝子組換え食品検査事業
5              5,584              5,858                ▲274 機器の再リースによる減

5食品衛生課医療局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

魚介類の新たな寄生虫に対する検査事業

細事業(事業内訳）

6                806              1,277                ▲471 令和５年度に機器購入済のため減

自然毒等に対する検査事業
7              1,115              2,286              ▲1,171 機器の再リースによる減

容器包装の検査事業
8                432                432                    0

食品苦情等対応事業
9              1,693              1,972                ▲279 実績を踏まえた検体数見直しによる減

            54,853             59,186              ▲4,333

及川 知子 柴野 智之 武藤 由紀子
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食品の放射性物質検査事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             6,895令和6年度              6,895                  0                  0                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             6,652

                 243

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

                 0

                   0

             8,530              6,934

             5,518

             6,895              6,895              6,895

                 0

                 0

             5,669

              -441

                 0

             5,518

                 0                  0                  0

             6,652

                 243

市民の食の安全・安心を確保するため、市内に流通する食品を中心に放射性物質検査を実施します。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

           100            100            100                100            100            100            100率90％以上
年間検査計画数達成

実績          102.4          105.3％

過去３年の平均過去３年の平均過去３年の平均過去３年の平均以下過去３年の平均過去３年の平均過去３年の平均

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

基準値超過件数
     以下（0）      以下（0）      以下（0）              （0）      以下（0）      以下（0）      以下（0）

             0             0実績件

市内に流通する食品を中心に検査計画を策定し、さまざまな流通段階における食品の放射性物質検査を実施することで、食の安全と安
心の確保に繋げます。

事業目的

　平成23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所での事故を受け、本市では平成23年度から検査体制を整備し、食品の放射性
物質検査を開始しました。
　事故から12年経過しましたが、依然として食品の放射性物質の汚染状況について市民から高い関心が寄せられています。また、全国
の放射性物質検査結果では未だに山菜類やキノコ、野生鳥獣類、淡水魚等一部の食品が基準値を超過しています。このことから、原子
力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」をふまえて、食品の放射性物質検査を実施す
ることで食の安心と安全を確保する必要があります。

背景・課題

食品衛生法、原子力災害対策特別措置法根拠法令・方針決裁等

【根拠法令】
　食品衛生法、原子力災害対策特別措置法
【根拠となるデータ】
　令和５年度横浜市食品衛生監視指導計画、令和４年度横浜市食品衛生監視指導計画実施結果

根拠・データ等

通年

事業スケジュール

平成24年度事業開始年度

1
5年度6年度

市内流通食品等検査事業
細事業(事業内訳） 1              6,895              6,652                  243 点検委託費及び消耗品費の値上がりのため

             6,895              6,652                  243

6食品衛生課医療局

一般会計

及川 知子 柴野 智之 小南 喜郁
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食品の適正表示推進事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

3,346令和6年度 0 0 3,3460 0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

3,582

▲236

0

 0 0

0

 0

3,582

 ▲236

3,513 3,654

2,557

3,346 3,346 3,346

0

3,513

2,396

2,396

3,654

2,557

3,346 3,346 3,346

0

 0

食品表示は、消費者の食品を摂取する際の安全性の確保や、自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に重要な役割を果たしていま
す。流通・販売されている食品の不適正表示を排除することや、食品関連事業者や市民に対して正しい表示の知識を啓発していくこと
が、食品表示による消費者利益等に寄与することから、食品販売店等の監視等を実施するとともに、食品表示に関する周知啓発等を行

事業概要
（アクティビティ）

います。

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

1500 1500 1500 1500 1500ンケート回答者数
食品表示に関するア

実績人

5050505040

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

食品表示制度を認知
している市民の割合

実績％

　食品の原材料・原産地の偽装表示を防止し、市民の表示に対する信頼を守るため、食品販売店等での品質表示の監視体制を整備し、
監視を実施します。また、事業者に対し表示方法の周知・啓発を行い、新たな基準の周知徹底を図ります。さらに、市民の健康的な食
生活支援のため、栄養成分表示の試験検査による科学的な調査や啓発を実施します。
　これら食品表示法に関する事業の実施を通じて、食品表示が適正化されることにより、市民の安全・安心や適切な食品選択ができる
ことに繋がります。

事業目的

　食品表示法の施行に伴い、表示対象食品の拡大、栄養成分表示の義務化、全ての食品に原料原産地表示が義務化されるなど、事業者
の遵守すべき基準が増大しています。また、食品の原材料・原産地の偽装表示など不適正な食品表示が問題となっています。

背景・課題

食品表示法、食品表示法第十五条の規定による権限の委任に関する政令、横浜市食品表示法関係行政処分等取扱要綱根拠法令・方針決裁等

令和２年４月１日から：栄養成分表示義務化
令和４年４月１日から：原料原産地表示義務化
令和７年４月１日から：アレルギー表示くるみ義務化

【違反食品発見件数（品質事項）】
平成29年度833件、平成30年度1512件、令和元年度1598件、令和２年度70件、令和３年度187件、令和４年度758件

根拠・データ等

・平成27年度：食品表示法制定
・平成28年度：食品の適正表示推進事業開始
・令和元年度：令和２年４月１日から栄養成分表示が義務化されることについて事業者に周知、栄養成分表示検査事業開始
・令和２年度：栄養成分表示制度が義務化されたことに伴い、作成したパンフレット及び動画を基に市民に啓発実施
・令和３年度：令和４年４月１日から原料原産地表示が義務化されることについて事業者に周知
・令和５年度：令和７年４月１日からくるみのアレルギー表示が義務化されることについて事業者に周知
・令和６年度～令和８年度：食品取扱施設への立入り、検査事業、啓発を継続的に実施

事業スケジュール

平成28年度事業開始年度

1
5年度6年度

事業者への食品表示啓発事業

細事業(事業内訳）

1 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 事業内容の変更に伴う減

市民への食品表示啓発事業
2 1,195 440 755 事業内容の変更に伴う増

栄養成分表示検査事業
3 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

食品表示担当監視等事業
4 1,048 1,557 ▲509 公用車共用化による減

7食品衛生課医療局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

3,346 3,582 ▲236

及川 知子 林 詳士 小松 奈緒子
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

中央卸売市場本場食品衛生検査所費

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            32,193令和6年度                 24                  0             32,169                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            41,301

             ▲9,108

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            41,281

             ▲9,112

            32,424             31,199

            30,144

            32,193             32,193             32,193

                 0

            32,419

            29,327

            29,327

            31,194

            30,144

            32,169             32,169             32,169

                20

                   4

市場流通食品による危害防止及び安全確保を目的に細菌及び理化学検査や監視指導を実施します。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

           100            100            100                100            100            100            100率
年間検査計画数達成

実績             73             92％

             1             1             1                 1             1             1             1

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

違反発見件数

             0             1実績件

市場内に流通する食品を計画的に検査し、監視指導を実施することにより、違反不良食品を発見するとともに、日常的な検査と監視の
実施による抑止力により、市場内への違反不良食品の入荷を防止し、食品による危害の防止、安全を確保します。

事業目的

市場は公正かつ効率的な取引のもと、日常生活に欠かせない食品を安定的に供給する重要な役割を果たしています。横浜市中央卸売市
場本場は全国的にも流通量が多いことから、食の安全・安心の確保は非常に重要な行政の責務です。
また、安全な食品の流通のためには、衛生管理の手法であるHACCPの推進、衛生管理の徹底と衛生意識の向上のための衛生講習会や普
及啓発が重要となっています。背景・課題

食品衛生法、食品表示法、食品安全基本法、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例、横浜市食品衛生監視指導計画根拠法令・方針決裁等

１　横浜市中央卸売市場の取扱数量(別紙①)
　　青   果  部：２年348,355,177kg、３年342,030,326kg、４年321,225,166kg
　　水産物部：２年   46,772,067kg、３年   47,623,022kg、４年   44,220,264kg
２　全国主要中央卸売市場との比較(別紙②)
　　令和４年全国主要中央卸売市場取扱金額：青果部は全国で東京都、大阪市、名古屋市に次いで第４位、水産部は第６位
３　営業許可届出施設
　　〈実績推移〉３年度480件、４年度355件、５年度355件（見込）、６年度355件（見込）

根拠・データ等

・平成９年度：食品衛生検査施設における適正管理運営基準(GLP)の義務付け
・平成23年度：食品中の放射性物質検査開始
・平成26年度：南部市場食品衛生検査所が閉所し本場食品衛生検査所と統合
・令和３年度：HACCPに沿った衛生管理の施行
・令和５年度以降：事業継続事業スケジュール

昭和45年度事業開始年度

1
5年度6年度

検査及び監視事務費

細事業(事業内訳）

1             16,513             21,339              ▲4,826 再リースに伴う減

管理運営費
2             14,974             19,403              ▲4,429 老朽化した給湯設備の改修完了による減

南部市場監視事務費
3                706                559                  147 EV車への更新に伴う維持費の増

            32,193             41,301              ▲9,108

4食品衛生課医療局

一般会計

毛利 一也 松本 裕子 石井 賢雄
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

食肉衛生検査事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            35,179令和6年度             52,867                  0            -17,688                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            32,192

               2,987

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

           -20,675

               2,987

            30,121             29,373

            26,955

            35,179             35,179             35,179

                 0

           -18,569

            27,722

           -24,330

           -21,729

           -25,397

           -17,688            -17,688            -17,688

            52,867

                   0

と畜場法に基づき、食肉市場に搬入される食肉動物のと畜検査及び検査に伴う微生物・病理組織・理化学検査を実施します。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

        152061         160695         164000             164000         164000         164000         164000
と畜検査頭数

実績         162438         161437頭

            42            42            42                42            42            34            32

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

全部廃棄頭数

            52            43実績頭

食肉市場に搬入される食肉動物のと畜検査及びこれに伴う微生物・病理組織・理化学検査を実施し、食肉衛生上の危害の発生を防止す
ることにより、公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。

事業目的

当検査所は、市内に１箇所しかなく類似する事業は他にありません。今後も食肉動物の新たな感染症が発生する可能性もあり、検査業
務が高度化、複雑化することは想定されます。このため、国が定める検査方法（公定法）に対応した、より分析機能の高い検査機器を
配備して業務の効率を図るとともに、検査精度の信頼性確保に努めていく必要があります。

背景・課題

と畜場法、食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、横浜市食肉衛生検査所処務規程、横浜市食肉衛生検査所条根拠法令・方針決裁等
例、横浜市食肉衛生検査所長委任規則

＜と畜検査実績推移＞
平成28年度144,935頭、29年度144,903頭、30年度152,404頭、令和元年度158,875頭、２年度159,965頭

根拠・データ等

・昭和35年度：食肉衛生検査所が設置され食肉衛生検査事業開始、同時に食品衛生法に基づく監視指導等業務開始
・平成3年度：食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく許可監視等業務開始
・平成23年度：牛の放射性物質全頭スクリーニング検査開始
・令和元年度：牛の放射性物質全頭スクリーニング検査終了

事業スケジュール

昭和35年度事業開始年度

1
5年度6年度

食肉衛生検査事業
細事業(事業内訳） 1             35,179             32,192                2,987 新規リース物件の期間通年化による賃借料の

増

            35,179             32,192                2,987

1食肉衛生検査所医療局

一般会計

鈴木 祐子 成田 俊之 森田 岳史
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

管理運営事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            48,055令和6年度                176                  0             47,879                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            42,011

               6,044

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            41,885

               5,994

            41,027             40,686

            37,448

            48,055             48,055             48,055

                 0

            40,944

            37,161

            37,089

            40,607

            37,347

            47,879             47,879             47,879

               126

                  50

食肉衛生検査所の各種検査業務を行うための管理・運営を行います。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

                                                                                                      事業のため省略
内部事務経費のみの

実績                             

                                                                                                      

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

内部事務経費のみの
事業のため省略

                            実績

事業所内の物品等の適正な管理及び検査補助業務等を通じて事業所の管理、運営を行い、食肉衛生検査事業及びＢＳＥ（牛海綿状脳症
）等検査事業の円滑な運営を図ることを目的としています。

事業目的

当検査所は、市内に１箇所しかなく類似する事業は他にありません。このため、食肉市場の設置者である経済局を始めとした市場関係
者との連絡・調整、場内環境への配慮、所内システムの運用等を通じて、検査事業のより円滑な運営を図っていくこととします。

背景・課題

と畜場法、食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、横浜市食肉衛生検査所処務規程、横浜市食肉衛生検査所条根拠法令・方針決裁等
例、横浜市食肉衛生検査所長委任規則

＜と畜検査実績推移＞
平成28年度144,935頭、29年度144,903頭、30年度152,404頭、令和元年度158,875頭、2年度159,965頭、3年度162,438頭、4年度161,437
頭
＜ＢＳＥスクリーニング検査実績推移＞
平成28年度218頭、29年度６頭、30年度０頭、令和元年度０頭、2年度０頭、3年度０頭、4年度０頭根拠・データ等

・昭和35年度：食肉衛生検査事業開始、同時に管理運営事業開始
・平成13年度：ＢＳＥ（牛海綿状脳症）等検査事業開始、管理運営事業の対象事業が拡大

事業スケジュール

昭和35年度事業開始年度

1
5年度6年度

管理運営事業
細事業(事業内訳） 1             48,055             42,011                6,044 会計年度任用職員の報酬改定による人件費の

増

            48,055             42,011                6,044

2食肉衛生検査所医療局

一般会計

鈴木 祐子 成田 俊之 森田 岳史
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）等検査事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            11,073令和6年度                  0                  0             10,809               264                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            11,073

                   0

               264

                   0                   0

                 0

                   0

            10,809

                   0

            11,073             11,073

            10,980

            11,073             11,073             11,073

                 0

            10,809

            10,980

            10,716

            10,809

            10,716

            10,809             10,809             10,809

                 0

                   0

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）が疑われる牛を対象にスクリーニング検査を実施するとともに、すべての牛の特定部位（脊髄等）の除去作業
を行います。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

          9739           9116          12000              12000          12000          12000          12000
特定部位除去頭数

実績          10854          12812頭

           100           100           100               100           100           100           100

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

特定部位除去率

           100           100実績％

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）に感染した食肉等を流通させないため、ＢＳＥ症状が疑われる牛を対象にスクリーニング検査を実施します。
この検査は、24か月齢以上の牛でかつ原因不明な神経症状を呈する起立不能の牛のみを対象に実施しています。同時に、流通が禁止さ
れている特定部位（脊髄等）の除去作業をすべての牛に対して行います。
なお、近年、スクリーニング検査の実績はありませんが、法令で義務付けられている検査のため、対象牛が搬入された場合、速やかに
対応できるよう検査体制の維持が必要です。全国の食肉衛生検査所において同様の備えをしています。

事業目的

ＢＳＥ検査業務を確実に実施するため、検査用キットを常備し、と畜検査員による特定部位除去作業の確認の徹底を図っていくことと
します。

背景・課題

と畜場法、食品衛生法、牛海綿状脳症対策特別措置法、牛海綿状脳症対策基本計画、伝達性海綿状脳症検査実施要領、牛海綿状脳症検根拠法令・方針決裁等
査キット整備実施要綱

＜ＢＳＥスクリーニング検査実績推移＞
平成28年度218頭、29年度６頭、30年度０頭、令和元年度０頭、2年度０頭

根拠・データ等

・平成13年度：事業開始
・平成25年度：検査対象を全頭から48か月齢を超える牛のみに変更
・平成29年度：検査対象を48か月齢を超える牛のみから、24か月齢以上の牛でかつ原因不明な神経症状を呈する起立不能の牛のみに変
更

事業スケジュール

平成13年度事業開始年度

1
5年度6年度

ＢＳＥ（牛海綿状脳症）等検査事業
細事業(事業内訳） 1             11,073             11,073                    0

            11,073             11,073                    0

3食肉衛生検査所医療局

一般会計

鈴木 祐子 成田 俊之 森田 岳史
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

環境衛生監視指導事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             8,456令和6年度              7,055                  0              1,401                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             7,094

               1,362

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

              -921

               2,322

             7,040              8,493

             7,499

            15,805              9,604              9,625

                 0

              -644

             5,734

            -2,276

               695

              -272

             8,750              2,549              2,570

             8,015

               ▲960

　市内の環境衛生関係営業施設及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅について、許認可、監視指導及び自主衛生管理の推進を通じて、
環境衛生水準の維持向上を促進するとともに、事業者の衛生意識を啓発します。
　また、墓地等について、経営許可及び指導等により、経営の安定及び周辺環境との調和等を図ります。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

         2,089          2,085          3,250              3,275          3,300          3,325          3,350
立入指導施設数

実績            969          1,226施設

            24            24            24                24            24            15            16

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

立入指導を実施した
施設の割合

             9             7実績％

環境衛生関係施設（理容所、美容所、クリーニング所、旅館、興行場、公衆浴場、墓地・火葬場等）及び住宅宿泊事業者に対する許認
可業務と適切な維持管理の指導、理・美容所や旅館等の営業施設における自主管理の推進を図ることで、これら施設の衛生水準を向上
させ、もって市民の安心・安全な生活を確保することを目的としています。

事業目的

環境衛生関係施設や住宅宿泊事業に関する各法令に基づき、許認可業務を実施する必要があります。近年の市民ニーズの多様化等によ
る環境衛生関係施設を取り巻く環境の変化により、プライベートサウナや民泊等小規模な宿泊施設の増加など、営業形態も多様化して
います。これら多様化する環境衛生関係施設においても、適切な維持管理が行われるよう、指導を行っていく必要があります。

背景・課題

地域保健法、旅館業法、興行場法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、温泉法、化製場等に関する法律、えなその根拠法令・方針決裁等
他出産に伴う産あい物処理業者条例、神奈川県海水浴場等に関する条例、横浜市保健所長表彰要綱、墓地、埋葬等に関する法律、横浜
市墓地等の経営の許可等に関する条例、住宅宿泊事業法、横浜市環境衛生自主管理事業補助金交付要綱

１　環境衛生監視指導事業に関するもの
・環境衛生関係営業施設数【令和４年度衛生行政報告例】
　＜実績推移＞３年度13,216件、４年度13,311件、５年度13,400件（見込）、６年度13,500件（見込）
・営業施設監視指導件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度960件、４年度1,184件、５年度3,100件（見込）、６年度3,300件（見込）
・許認可等調査件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度524件、４年度510件、５年度650件（見込）、６年度650件（見込）
・営業許可申請書等取扱件数【令和４年度衛生行政報告例】
　＜実績推移＞３年2,391件、４年度2,421件、５年度2,800件（見込）、６年度2,800件（見込）

根拠・データ等

２　墓地許認可関係業務に関するもの
・相談件数
　＜実績推移＞３年度1,490件、４年度1,573件、５年度1,500件（見込）、６年度1,500件（見込）
・墓地等設置財務状況審査会開催件数
　＜実績推移＞３年度２件、４年度３件、５年度３件（見込）、６年度４件（見込）
・事前協議届出件数
　＜実績推移＞３年度３件、４年度４件、５年度７件（見込）、６年度５件（見込）
・計画説明概要報告件数
　＜実績推移＞３年度２件、４年度６件、５年度５件（見込）、６年度４件（見込）
・許可申請件数
　＜実績推移＞３年度１件、４年度10件、５年度５件（見込）、６年度５件（見込）

３　環境衛生自主管理事業に関するもの
・自主管理簡易検査件数【横浜市生活衛生協議会会員数】
　＜実績推移＞３年度1,535件、４年度1,428件、５年度1,450件（見込）、６年度1,400件（見込）

４　住宅宿泊事業対応事業に関するもの
・住宅宿泊事業届出施設数【民泊制度運営システム（令和５年３月）】
　＜実績推移＞３年度178件、４年度170件、５年度300件（見込）、６年度350件（見込）

1生活衛生課医療局

一般会計
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（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

昭和22年度　環境衛生監視指導事業開始
平成３年度　環境衛生自主管理事業開始
平成23年度　墓地許認可関係業務開始
平成29年度　住宅宿泊事業対応事業開始

事業スケジュール

昭和22年度事業開始年度

1
5年度6年度

環境衛生監視指導事業

細事業(事業内訳）

1              3,893              3,608                  285 事務経費（手数料・使用料等）の増

墓地許認可関係業務
2                708                707                    1 対象施設数の増による通信運搬費の増

環境衛生自主管理事業
3              1,703              1,722                 ▲19 対象施設数の減少による補助金の減

住宅宿泊事業対応事業
4              2,152              1,057                1,095 庁用車への次世代自動車の導入による賃借料

の増、タブレット導入による備品購入費の増

             8,456              7,094                1,362

池田 進 仲澤 誠人 橋本 久美子
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　■ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

公衆浴場確保対策事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

            45,037令和6年度                  0                  0             45,037                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            44,329

                 708

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            44,329

                 708

            45,050             44,913

            44,902

            45,037             45,037             45,037

                 0

            45,050

            45,050

            45,050

            44,913

            44,902

            45,037             45,037             45,037

                 0

                   0

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に即して、市民による利用の機会の確保を図るため、市内公衆浴場に経費の一部の補助
を行います。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

            56             54             52                 50             50             50             50
補助実績施設数

実績             51             50施設

            50            50            50                50            52            54            56

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

事業継続施設数

            51            54実績施設

公衆浴場は市民の日常生活において欠くことのできない施設であるため、昭和48年から市内公衆浴場に対して補助を行ってきました。
その後、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の施行に伴い、市内公衆浴場へ補助を行うことで、市民による利用の機会の確
保を図り、公衆衛生の向上及び健康増進並びに市民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

事業目的

　一般公衆浴場は、物価統制令に基づき入浴料金が定められており、地方公共団体は「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律
」において、一般公衆浴場に必要な助成等を行うよう規定されています。
　これにより設備改善や水質検査等の費用について補助を行っていますが、一般公衆浴場の施設数は毎年減少傾向にあります。施設数
を維持するためにも、引き続き社会情勢の変化に対応した補助内容を検討していく必要があります。背景・課題

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市公衆浴場補助金交付要綱根拠法令・方針決裁等

・設備改善補助に関する補助
　＜実績推移＞３年度27施設25,987千円、４年度28施設26,472千円、５年度24施設23,112千円（見込）、６年度25施設23,650千円（見
込）
・確保浴場対策に関する補助
　＜実績推移＞３年度19施設5,700千円、４年度16施設4,800千円、５年度17施設5,100千円（見込）、６年度16施設4,800千円（見込）
・衛生向上対策に関する補助
　＜実績推移＞３年度52施設9,341千円、４年度50施設9,289千円、５年度52施設13,156千円（見込）、６年度50施設12,650千円（見込
）
・活性化対策に関する補助

根拠・データ等

　＜実績推移＞３年度52施設624千円、４年度49施設588千円、５年度52施設624千円（見込）、６年度50施設600千円（見込）
・利用促進対策に関する補助
　＜実績推移＞３年度８事業3,398千円、４年度８事業3,750千円、５年度８事業2,134千円（見込）、６年度９事業3,134千円（見込）
・利子補給に関する補助
　＜実績推移＞３年度０施設０千円、４年度０施設０千円、５年度１施設200千円（見込）、６年度１施設200千円（見込）

・昭和48年度　設備改善に関する補助を開始
・昭和53年度　衛生向上対策に関する補助を開始
・昭和56年度　確保浴場対策に関する補助を開始
・平成元年度　活性化対策に関する補助を開始
・平成３年度　利用促進対策に関する補助を開始
・平成17年度　利子補給に関する補助を開始

事業スケジュール

昭和48年度事業開始年度

1
5年度6年度

公衆浴場確保対策事業
細事業(事業内訳） 1             45,037             44,329                  708 補助対象事業の見直しによる増

            45,037             44,329                  708

6生活衛生課医療局

一般会計

池田 進 望月 圭太 遠藤 由美
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

建築物衛生対策事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             6,787令和6年度              3,075                  0              3,712                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             6,868

                ▲81

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             3,398

                 314

             7,419              7,174

             6,626

             6,718              6,787              6,718

                 0

             2,635

             6,862

             2,045

             3,389

             3,631

             3,248              3,712              3,248

             3,470

               ▲395

　レジオネラ症の発生予防や感染拡大防止、特定建築物の衛生状態の向上、飲料水の汚染等の防止等、建築物やその設備に関する衛生
的な環境を確保することにより、市民の安全で衛生的な生活環境を確保します。また、災害発生時に市民が衛生的な飲料水を確保でき
るようにします。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

         2,370          2,370          2,370              2,370          2,370          2,370          2,370
立入指導施設数

実績            701            954施設

            15            15            15                15            15            15            15

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

立入りを実施した施
設の割合

             6             4実績％

特定建築物、専用水道や貯水槽水道などの水道施設及び社会福祉施設や病院などのレジオネラ症の感染リスクが高い方々が利用する施
設において設備の適切な維持管理の実施を指導啓発することにより、施設利用者の健康危害を防止することを目的としています。

事業目的

近年、レジオネラ症の発生は増加傾向にあり、社会福祉施設や病院などの施設のレジオネラ症防止対策を推進していく必要があります
。また、国において特定建築物や水道施設の維持管理にデジタル技術の導入が検討されていることから、時代に合ったこれら施設の維
持管理について指導していく必要があります。

背景・課題

横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続根拠法令・方針決裁等
き要綱、水道法、横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例、横浜市災害時におけ
る貯水槽水道の活用に関する要綱

１　レジオネラ症防止対策業務に関するもの
・レジオネラ症患者届出件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度38件、４年度49件、５年度45件（見込）、６年度45件（見込）

２　特定建築物等指導業務に関するもの
 (1)　特定建築物
　・申請等取扱件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　　＜実績推移＞３年度808件、４年度710件、５年度730件（見込）、６年度730件（見込）
　・施設監視指導件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】

根拠・データ等

　　＜実績推移＞３年度178件、４年度209件、５年度600件（見込）、６年度600件（見込）
　・相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　　＜実績推移＞３年度1,213件、４年度1,232件、５年度1,500件（見込）、６年度1,500件（見込）
　・事前指導件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　　＜実績推移＞３年度24件、４年度21件、５年度30件（見込）、６年度30件（見込）
 (2)　建築物登録業
　・登録事業者数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　　＜実績推移＞３年度456件、４年度448件、５年度470件（見込）、６年度470件（見込）
　・再登録申請受付件数【令和４年度指令番号簿】
　　＜実績推移＞３年度39件、４年度71件、５年度77件（見込）、６年度69件（見込）
　・新規登録申請受付件数【令和４年度指令番号簿】
　　＜実績推移＞３年度18件、４年度12件、５年度16件（見込）、６年度16件（見込）

３　受水槽施設指導業務に関するもの
・申請等取扱件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　＜実績推移＞３年度7,771件、４年度7,819件、５年度7,800件（見込）、６年度7,800件（見込）
・施設監視指導件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　＜実績推移＞３年度450件、４年度561件、５年度1,050件（見込）、６年度1,050件（見込）
・相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　＜実績推移＞３年度3,170件、４年度2,948件、５年度3,500件（見込）、６年度3,500件（見込）
・事前指導件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　＜実績推移＞３年度21件、４年度21件、５年度30件（見込）、６年度30件（見込）

４　災害時貯水槽水道活用事業に関するもの
・災害時給水協力貯水槽施設数【認定施設一覧（令和５年３月）】
　＜実績推移＞３年度５件、４年度５件、５年度11件（見込）、６年度16件（見込）

5生活衛生課医療局
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（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

・新規認定数【認定施設一覧（令和５年３月）】
　＜実績推移＞３年度０件、４年度０件、５年度５件（見込）、６年度５件（見込）

・昭和45年度　特定建築物等指導業務開始
・平成３年度　受水槽施設指導業務開始
・平成５年度　特定建築物等指導業務において事前指導を開始
・平成８年度　レジオネラ症防止対策業務開始
・平成28年度　災害時貯水槽水道活用事業開始事業スケジュール

昭和45年度事業開始年度

1
5年度6年度

レジオネラ症防止対策業務

細事業(事業内訳）

1              3,891              3,997                ▲106 検査機器のリース契約の更新に伴うリース料
減額による賃借料の減

特定建築物等指導業務
2                385                316                   69 空気環境測定器の定期点検実施による委託料

の増

受水槽施設指導業務
3              2,462              2,506                 ▲44 使用物品の単価見直しによる消耗品費の減

災害時貯水槽水道活用事業
4                 49                 49                    0

             6,787              6,868                 ▲81

池田 進 堀内 隆史 阪口 絢音
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

居住衛生対策事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             2,709令和6年度                  0                  0              2,709                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             3,131

               ▲422

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             3,131

               ▲422

             3,000              2,671

             2,603

             3,151              2,709              3,151

                 0

             3,000

             2,714

             2,714

             2,671

             2,603

             3,151              2,709              3,151

                 0

                   0

シックハウス対策及び家庭用品に係る健康被害予防について、市民及び事業者への指導及び啓発を通じて、市民及び事業者による適切
な対策を促進します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

            26             26             26                 26             26             26             26
講習会実施回数

実績             16             19回

           500           500           500               500           500           500           500

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

啓発を受けた市民・
施設数

           362           406実績件

シックハウス対策について啓発し、事業者及び市民による自主的な対策の実施を推進すること、また、家庭用品の安全性を確認し情報
提供することで居住生活における室内空気環境や家庭用品による市民の健康被害の発生を未然に防止することに繋げ、安全で衛生的な
住環境の確保することを目的としています。

事業目的

シックハウス対策に関する相談に対し指導及び助言を行うほか、啓発や情報提供を行う必要があります。また、市職員や事業者におい
ては「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」及び「横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン」に基づき対策を推進す
る必要があります。家庭用品の安全性を確認するため、販売事業者等の監視指導や市販の家庭用品について試買検査を行う必要があり
ます。背景・課題

室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について（厚生労働省通知）、横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドラ根拠法令・方針決裁等
イン、横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

１　シックハウス対策に関するもの
 (1)　住居対策事業
　　・相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　　　＜実績推移＞３年度104件、４年度81件、５年度80件（見込）、６年度80件（見込）
　　・市民対象講習会開催件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　　　＜実績推移＞３年度15件、４年度18件、５年度25件（見込）、６年度25件（見込）
　　・市民対象講習会参加人数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　　　＜実績推移＞３年度266名、４年度238名、５年度400名（見込）、６年度400名（見込）
　　・調査家庭数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】

根拠・データ等

　　　＜実績推移＞３年度０件、４年度０件、５年度１件（見込）、６年度１件（見込）
 (2)　多数人利用施設対策事業
　　・ 施設管理者対象講習会参加人数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　　　＜実績推移＞３年度29名、４年度32名、５年度60名（見込）、６年度40名（見込）
　　・施設調査件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　　　＜実績推移＞３年度０件、４年度０件、５年度１件（見込）、６年度１件（見込）

２　家庭用品衛生対策事業に関するもの
・家庭用品販売事業所監視指導件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度７件、４年度11件、５年度10件（見込）、６年度10件（見込）
・家庭用品試買等検体数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度61検体、４年度59検体、５年度60検体（見込）、６年度60検体（見込）

昭和49年度　家庭用品衛生対策事業開始
平成16年度　シックハウス対策事業開始

事業スケジュール

昭和49年度事業開始年度

1
5年度6年度

2生活衛生課医療局
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

シックハウス対策事業

細事業(事業内訳）

1                560              1,009                ▲449 検査機器メンテナンスの隔年実施による手数
料の減

家庭用品衛生対策事業
2              2,149              2,122                   27 検査機器のリース料の増額による使用料及び

賃借料の増

             2,709              3,131                ▲422

池田 進 堀内 隆史 遠藤 鈴夏
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

生活環境対策事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

               795令和6年度                  0                  0                795                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

               834

                ▲39

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

               834

                ▲39

             1,575                856

               510

               795                795                795

                 0

             1,575

             1,544

             1,544

               856

               510

               795                795                795

                 0

                   0

市民の安全な生活環境の確保を目的として、感染症予防対策の普及や危害防止のため、衛生害虫等に関する啓発や相談対応等を行いま
す。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

             5              5              5                  5              5              5              5
講習会実施回数

実績             16             12件

         7,500         7,500         7,500             7,500         7,700         6,200         9,100

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

啓発を受けた市民・
施設数

         8,521         7,359実績件

生活環境の中に生息するスズメバチ等による刺傷事故やねずみ、衛生害虫等による被害や感染症拡大を防止するため、対処方法や防除
対策についての普及啓発及び職員による適切な初動対応力の強化をすることで市民の安全な生活環境の確保を目的としています。

事業目的

　近年、空き家の増加や国内外の人・物の移動の活性化に伴い、スズメバチ等による刺傷事故や家屋に侵入したねずみ・トコジラミ等
の被害、蚊が媒介して感染する感染症の拡大リスクなどが増加し、相談等も増加傾向にあります。
　緊急時には必要に応じて公費負担によりスズメバチの巣駆除を実施する必要があります。
これらの相談等に対応するには専門的な知識が必要であり、職員を対象とした講習会の実施や、市民に対し危害や正しい対処方法と予
防対策を啓発する必要があります。

背景・課題

横浜市スズメバチ等対策実施要領、横浜市スズメバチ駆除委託実施要綱、空家等対策の推進に関する特別措置法、横浜市居住衛生対策根拠法令・方針決裁等
業務実施要領、横浜市蚊媒介感染症対策指針

１　スズメバチ等対策事業に関するもの
・スズメバチ相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度1,646件、４年度1,757件、５年度1,800件（見込）、６年度1,800件（見込）
・駆除委託件数【スズメバチ駆除業務実績報告書】
　＜実績推移＞３年度３件、４年度０件、５年度５件（見込）、６年度５件（見込）

２　ねずみ・トコジラミ等対策事業に関するもの
・衛生害虫等相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度7,059件、４年度8,276件、５年度7,700件（見込）、６年度7,500件(見込）

根拠・データ等

・ねずみ相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度1,937件、４年度2,407件、５年度2,000件（見込）、６年度2,000件（見込）
・トコジラミ相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務実施結果】
　＜実績推移＞３年度202件、４年度225件、５年度220件（見込）、６年度200件（見込）

３　蚊媒介感染症対策事業に関するもの
・蚊相談件数【令和４年度横浜市環境衛生業務月報】
　＜実績推移＞３年度47件、４年度63件、５年度100件（見込）、６年度100件（見込）

・平成５年度　スズメバチ等対策事業開始
・平成26年度　ねずみ・トコジラミ等対策事業開始
・平成29年度　蚊媒介感染症対策事業開始

事業スケジュール

平成5年度事業開始年度

1
5年度6年度

スズメバチ等対策事業

細事業(事業内訳）

1                283                297                 ▲14 システムアカウント料の減額による委託料の
減

ねずみ・トコジラミ等対策事業
2                216                226                 ▲10 ねずみ捕りシートの必要数見直しによる消耗

3生活衛生課医療局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

細事業(事業内訳）
                                                        品費の減

蚊媒介感染症対策事業
3                296                311                 ▲15 啓発用物品の種類・数量の見直しによる消耗

品費の減

               795                834                 ▲39

池田 進 堀内 隆史 万代 康平
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

災害時生活用水確保事業

8 7 2

事業名称

歳出予算科目

             5,303令和6年度                  0                  0              5,303                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

             5,359

                ▲56

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

             5,359

                ▲56

             6,132              5,412

             4,180

             5,303              5,303              5,303

                 0

             6,132

             4,707

             4,707

             5,412

             4,180

             5,303              5,303              5,303

                 0

                   0

災害応急用井戸の適正管理の支援及び発災時の防疫活動等を通じて、災害時における衛生水準の維持向上を促進します。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

         1,000          1,000          1,000              1,000          1,000          1,000          1,000
簡易水質検査数

実績            701            675件

            52            52            52                52            52            52            51

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

簡易水質検査の受検
率

            36            36実績％

災害時に活用できる災害応急用井戸を指定するとともに、発災時に備えた消毒方法の啓発や消毒薬の備蓄、発災時に防疫活動を行うこ
とで、災害時における市民の安心で安全な生活環境の確保と衛生状態の悪化を防止すること等を目的としています。

事業目的

地震等の災害発生後から上水道が復旧するまでの間の、地域の衛生水準の維持を図る必要があるため、災害応急用井戸を普及させると
ともに当該井戸の適正管理を支援し、必要な検査及び助言等を行う必要があります。また、発災時に迅速で的確な防疫活動ができる環
境を確保するため、消毒用薬剤等の確保や関係団体との協定締結等を行う必要があります。

背景・課題

横浜市地域防災計画、横浜市災害時における安全で衛生的な生活用水の確保に関する要綱、横浜市災害時における安全で衛生的な生活根拠法令・方針決裁等
用水の確保に関する要綱事務取扱要領、横浜市防疫対策実施要領

１　災害時生活用水確保業務（災害応急用井戸）に関するもの
・災害応急用井戸指定数【災害応急用井戸台帳】
　＜実績推移＞３年度1,916件、４年度1,873件、５年度1,900件（見込）、６年度1,900件（見込）
・新規指定のための水質検査数【災害応急用井戸指定申出書】
　＜実績推移＞３年度３件、４年度７件、５年度５件（見込）、６年度５件（見込）
・新規指定数【災害応急用井戸台帳】
　＜実績推移＞３年度３件、４年度７件、５年度５件（見込）、６年度５件（見込）
・廃止数【災害応急用井戸台帳】
　＜実績推移＞３年度101件、４年度50件、５年度５件（見込）、６年度５件（見込）

根拠・データ等

・簡易水質検査等実施数【災害応急用井戸台帳】
　＜実績推移＞３年度701件、４年度675件、５年度1,000件（見込）、６年度1,000件（見込）

２　防疫対策業務に関するもの
・平成16年度から　一般社団法人神奈川県レンタカー協会と協定を締結
・平成17年度から　一般社団法人横浜市薬剤師会と協定を締結
・平成17年度から　公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会と協定を締結

・昭和46年度　防疫対策業務開始
・平成８年度　災害時生活用水確保業務（災害用応急井戸）開始

事業スケジュール

昭和46年度事業開始年度

1
5年度6年度

災害時生活用水確保業務

細事業(事業内訳）

1              5,271              5,323                 ▲52 物品の必要数及び単価の見直しによる消耗品
費の減

防疫対策業務
2                 32                 36                  ▲4 物品の必要数見直しによる消耗品費の減

4生活衛生課医療局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

             5,303              5,359                 ▲56

池田 進 堀内 隆史 万代 康平
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

動物愛護センター運営事業

8 99 99

事業名称

歳出予算科目

            36,816令和6年度                100                  0             36,716                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            30,380

               6,436

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            30,279

               6,437

            30,866             29,242

            34,218

            36,816             36,816             36,816

                 0

            30,765

            29,700

            29,611

            29,141

            34,129

            36,716             36,716             36,716

               101

                 ▲1

動物愛護センターにおいて動物保護管理業務及び市民協働事業を推進するための管理・運営を行います。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

          6100           6100           6000               6000           6000           6000           6000場者数
動物愛護センター来

実績           2999           4018人

                                                                                                      

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

・動物愛護センターの施設利用者及び見学者は、年間5,000人程度（コロナ感染症による施設一部閉館以前）の来館があり、動物愛護
の普及啓発や、市民の自主的活動を支援する交流の場とし活用されています。〔見学・学習、施設利用、小中学校児童への仕事紹介、
高校・大学・専門学生への業務紹介、動物取扱事業者の研修　などの利用で約2,800人、その他の普及啓発、譲渡、セミナー等の利用
で約2,200人〕
・動物収容施設を含む市民交流施設、事務施設など多様な目的の方々が安心に施設利用が出来るよう、設備機器の経年劣化による損傷
の計画的な見直し整備を順次進め、安全な施設管理を行います。

事業目的

背景・課題

動物の愛護及び管理に関する法律（同法施行令、施行規則）、狂犬病予防法（同法施行令、施行規則）根拠法令・方針決裁等
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例（同条例施行規則）、横浜市狂犬病予防法施行取扱規則
横浜市動物愛護センター条例（同条例施行規則）

動物愛護センター来場者数
Ｈ30：5,628人
Ｒ元：4,965人
Ｒ２：1,871人
Ｒ３：2,999人
Ｒ４：4,018人

根拠・データ等

昭和25年：狂犬病予防法の施行
昭和27年：南犬抑留所・磯子犬抑留所としてに業務を開始
昭和44年：中区かもめ町に、犬の収容・保管・返還・譲渡・処分施設として畜犬センターを設置し業務継続
平成23年：畜犬センター老朽化に伴い、動物愛護行政の拠点として、動物愛護センター設立
（川崎市動物愛護センター（平成31年開所）、神奈川県動物愛護センター（令和元年開所））事業スケジュール

昭和44年度事業開始年度

1
5年度6年度

管理運営費
細事業(事業内訳） 1             36,816             30,380                6,436 電子申請対応人材派遣費用の増（＋3,506）

、光熱水費の増（＋1,700）

            36,816             30,380                6,436

1動物愛護センター医療局

一般会計

私市 正利 相澤 隆 永野 正浩
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

動物愛護普及啓発事業

8 35 5

事業名称

歳出予算科目

            22,303令和6年度              4,007                  0             18,268                28                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            22,489

               ▲186

                28

                   0                   0

                 0

                   0

            21,951

             ▲3,683

            28,747             25,538

            17,694

            22,303             22,303             22,303

                 0

            26,319

            18,395

            18,395

            24,710

            17,664

            18,268             18,268             18,268

               510

               3,497

動物愛護思想や適正飼育の普及啓発を積極的に行うことで、飼い主不明の犬や猫の減少を目指し、人と動物との共生を推進します。多
頭飼育崩壊対策として飼い主を支援し、生活環境の改善を図ります。
飼い主のいない猫対策として不妊去勢手術補助金交付事業や、地域猫活動支援事業を実施します。

事業概要
（アクティビティ）

大規模災害に対する平常時からの備えについて市民へ啓発を行います。また、発災時に被災動物の救援活動が円滑に行えるよう関係団
体と連携して体制を整えます。

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

    95／16,500     95／16,500     95／16,500         95／16,500     95／16,500     95／16,500     95／16,500年度は 動物愛護フ
啓発件数　※２、３

ェスタ中止

実績       79／ 346    140／ 6,438回／人

           459           459           459               459           459           459           459

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

ペット防災に取組ん
だ地域防災拠点数

 205（44.6％） 180（39.2％）実績拠点（
％）

・動物の愛護及び正しい飼い方の普及啓発
　動物愛護フェスタ等のイベントや、各種セミナー・協議会を開催し、動物愛護思想や適正飼育について
　市民の理解を深めます。また、ペットを適正な頭数で飼養できなくなった飼い主を支援し、
　生活環境の改善、社会福祉の向上につなげます。
・不妊去勢手術補助事業・地域猫活動支援事業
　飼い主のいない猫を減少させ、地域の生活環境を改善することで、トラブルの防止と収容頭数の削減につなげます。

事業目的

　猫の引取りの多くは生まれたばかりの子猫であるため、不妊去勢手術費用の一部補助と、
　地域猫活動の取組を支援しています。飼い主不明の猫の収容数は減少傾向にあり、継続した取組みが必要です。
・災害時のペット対策
　災害発生時に被災動物やその飼養者等に必要な救援及び支援を行い、混乱を防ぐために、
　平時からの備蓄や飼い主や地域防災拠点への啓発を行っています。市全体で459拠点あり、ペット防災への取組施設は
　年々増えてきており、引き続き支援を進めます。
　あわせて発災時に必要なペット用物資が各地域防災拠点に供給できるよう支援を進めていきます。
　また、風水害時の対策は、元年度の台風を受けて作成された避難場所運営マニュアルを基にした取組みや、ペット受入れ
　可能な避難場所の確保を進めています。

背景・課題

動物の愛護及び管理に関する法律（同法施行令、施行規則）、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例（同条例施行規則）根拠法令・方針決裁等
横浜市動物愛護センター条例（同条例施行規則）

動物愛護管理関係業務概要

根拠・データ等

昭和63年　不妊去勢手術助成事業開始
平成17年　人と動物との共生推進よこはま協議会設立
平成21年　マイクロチップ装着推進事業開始
平成23年　動物愛護センター開所

事業スケジュール

昭和49年度事業開始年度

1
5年度6年度

動物の愛護及び正しい飼い方の 普及啓発
細事業(事業内訳） 1              4,597              2,496                2,101 社会福祉基金活用による負担金（＋1,615）

2動物愛護センター医療局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。
令和 3年度

細事業(事業内訳）

                                                        、医薬材料費（＋820）の増

猫の不妊去勢手術の推進
2             15,451             17,992              ▲2,541 猫不妊去勢手術　補助頭数　実績見直し（▲

2,500）

災害時のペット対策
3              2,255              2,001                  254 社会福祉基金活用による消耗品費の増（＋24

5）

            22,303             22,489                ▲186

私市 正利 渡邉 卓彌 永野 正浩
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

動物保護管理事業

8 99 99

事業名称

歳出予算科目

            66,084令和6年度              7,758                  0             58,326                 0                  0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

            60,965

               5,119

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            51,529

               6,797

            62,962             62,490

            58,064

            66,084             66,084             66,084

                 0

            55,760

            56,831

            49,685

            52,638

            49,684

            58,326             58,326             58,326

             9,436

             ▲1,678

　収容された犬や猫の健康状態についての確認を行い、ワクチンや検査など必要な措置を行うとともに、動物病院から搬送された傷病
動物についてもセンターで引き続き処置を行います。収容後は、健康状態や社会への適合性等を確認し、譲渡につなげます。また、動
物取扱業（ペットショップ等）の監視指導、特定動物（人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物）の飼養許可及び飼養

事業概要
（アクティビティ）

保管状況の監視指導を行います。

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

      100／500       100／500       100／500           100／500       100／500       100／500       100／500
譲渡数（犬／猫等）

実績        70／368        37／330頭

           620           620           620               620           900           900           880

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

動物取扱業等施設監
視件数

           672           493実績件数

・収容動物の健康管理、譲渡の推進
　収容動物数は減少傾向にあります。収容後の動物の馴致や健康管理を行うとともに、
　ホームページやSNSを活用し広く周知に努め、譲渡を推進していきます。
・動物取扱業及び特定動物に関する監視指導
　令和元年６月に行われた動物愛護法改正は、動物取扱業のさらなる適正化を一つの目的としており、
　法改正以降段階的に事業者が遵守するべき基準等が厳しくなっています。

事業目的

　本市は第一種動物取扱業の登録数が1700あり、政令市中最大となっています。
　動物取扱業の登録や定期監視により動物の健康及び適正な取り扱いを確保するとともに、
　研修等の実施により　法改正について必要な周知・指導を行います。また、特定動物の保管の許可や監視指導を行い、
　飼養許可施設に変更がないことや、施設の施錠状況について確認することで危害防止につなげます。

背景・課題

動物の愛護及び管理に関する法律（同法施行令、施行規則）、狂犬病予防法（同法施行令、施行規則）根拠法令・方針決裁等
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例（同条例施行規則）、横浜市狂犬病予防法施行取扱規則
横浜市動物愛護センター条例（同条例施行規則）

動物愛護管理関係業務概要

根拠・データ等

平成18年　動物取扱業登録制度開始　特定動物飼養許可制度開始
平成23年　動物愛護センター開所
令和２年　動愛法改正

事業スケジュール

昭和25年度事業開始年度

1
5年度6年度

動物の保護収容、保護管理事業

細事業(事業内訳）

1             64,799             59,907                4,892 委託業務（収容動物運搬、飼養管理）人件費
増（＋3,639）

動物取扱業、 特定動物飼養の監視指導
2              1,285              1,058                  227 動物取扱責任者研修方法の変更に伴う通信運

搬費の増（＋156）

3動物愛護センター医療局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

            66,084             60,965                5,119

私市 正利 渡邉 卓彌 永野 正浩
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和6年度

令和 3年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 2

狂犬病予防事業

8 99 99

事業名称

歳出予算科目

74,715令和6年度 116,053 0 -41,3380 0

令和5年度

令和4年度令和3年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

69,929

4,786

0

 0 0

0

 0

-49,543

 8,205

62,848 68,930

67,171

74,715 74,715 74,715

0

-54,964

62,988

-45,483

-48,882

-37,813

-41,338 -41,338 -41,338

119,472

 ▲3,419

狂犬病の発生を未然に防ぐため、犬の登録・狂犬病予防注射の接種を推進し、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付を行う。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
狂犬病予防接種頭数

実績 125,506 125,019頭

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

実績

・横浜市における令和４年度の犬の登録頭数は、約16万９千頭、予防注射頭数は約12万５千頭で、登録頭数に対する接種率は74.1％で
す。全国平均は３年度末時点で70.9％であることから、横浜市の接種率は全国平均よりやや高くなっています。
・犬の登録と接種率の向上の勧奨のため、犬の飼い主に狂犬病予防注射接種や手続き方法を個別通知し、法定義務の周知を徹底や、チ
ラシやポスター、デジタルコンテンツ等での啓発を行い確実な接種につなげています。また、各動物病院での鑑札・注射済票の即時交
付ができるように収納事務委託などで、手続きに係る市民の利便性向上につなげています。

事業目的

背景・課題

狂犬病予防法（同法施行令、同法施行規則）、横浜市狂犬病予防法施行取扱規則根拠法令・方針決裁等

動物愛護管理関係業務概要
・平成30年度　横浜市の犬の登録頭数　175,366頭　狂犬病予防注射接種率　74.3％（横浜市）　71.3％（全国）
・令和元年度　横浜市の犬の登録頭数　173,827頭　狂犬病予防注射接種率　73.6％（横浜市）　71.3％（全国）
・令和２年度　横浜市の犬の登録頭数　173,551頭　狂犬病予防注射接種率　75.1％（横浜市）　70.2％（全国）
・令和３年度　横浜市の犬の登録頭数　173,140頭　狂犬病予防注射接種率　72.5％（横浜市）　70.9％（全国）
・令和４年度　横浜市の犬の登録頭数　168,654頭　狂犬病予防注射接種率　74.1％（横浜市）　　-

根拠・データ等

昭和25年　狂犬病予防法施行
平成６年　狂犬病予防法改正　生涯登録となる
平成27年　収納事務委託事業開始

事業スケジュール

昭和25年度事業開始年度

1
5年度6年度

狂犬病予防事業
細事業(事業内訳） 1 74,715 69,929 4,786 消耗品、印刷製本費の単価増（＋1,821）、

各委託の単価増（1,643）

74,715 69,929 4,786

4動物愛護センター医療局

一般会計

私市 正利 相澤 隆 永野 正浩
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